
ホール等施設の利用料 
（別表第１） 

（備  考） 

１．「平日」とは、月曜日から金曜日（２に規定する休日を除く。）をいう。 

２．「休日」とは、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日をいう。 

３．「入場料」とは入場料、会費、会場整理費その他名称を問わず、入場の対価として徴収するものを

いう。 

４．入場料の額に２以上の区分がある場合は、その最も高い額を入場料として、この表を適用する。 

５．ホールを入場料を徴収しないで営利または営業のために利用する利用料額は、この表の入場料を

徴収しないで利用する場合の区分に従い、当該区分に定める額の１００分の１６０に相当する額とする。 

６．ホールを専ら練習または準備のために利用する場合の利用料額は、この表の区分に従い、当該区

分に定める額（５に該当する場合にあっては、５において算出された額）の１００分の６０に相当する

額とする。 

７．５及び６において算出された額に１００円未満の端数があるときは、切り捨てる。 

 

利 用 料 

午 前 午 後 夜 間 昼 間 昼 夜 全 日 超過時間 

利 用 区 分 午前９時 
から 
正 午 
まで 

午後１時 
から 
午後５時 
まで 

午後６時 
から 
午後１０時 
まで 

午前９時 
から 
午後５時 
まで 

午後１時 
から 
午後１０時 
まで 

午前９時 
から 
午後１０時 
まで 

１時間に 
つ き 

平 日 
円 

１４,０００ 
円 

２２,０００ 
円 

２７,０００ 
円 

３６,０００ 
円 

４９,０００ 
円 

６４,０００ 
円 

６,０００ 

 入 場 料 を 
徴 収 し な い 

土曜日 
日曜日 
休 日 

１６,０００ ２６,０００ ３０,０００ ４２,０００ ５７,０００ ７３,０００ ７,０００ 

平 日 １８,０００ ２９,０００ ３６,０００ ４７,０００ ６６,０００ ８４,０００ ８,０００ 
１,０００円以下の 
入 場 料 を 徴 収 

土曜日 
日曜日 
休 日 

２１,０００ ３５,０００ ４０,０００ ５７,０００ ７６,０００ ９７,０００ ９,０００ 

平 日 ２４,０００ ３８,０００ ４７,０００ ６３,０００ ８６,０００ １１１,０００ １０,０００ 

ホ

ー

ル 

１,０００円を超え 
３,０００円以下の 
入 場 料 を 徴 収 

土曜日 
日曜日 
休 日 

２７,０００ ４５,０００ ５３,０００ ７３,０００ ９８,０００ １２６,０００ １２,０００ 

平 日 ２８,０００ ４５,０００ ５６,０００ ７４,０００ １０２,０００ １３０,０００ １３,０００  

３,０００円を超え
る入場料を徴収 

土曜日 
日曜日 
休 日 

３２,０００ ５４,０００ ６２,０００ ８６,０００ １１６,０００ １４８,０００ １５,０００ 

楽 屋 １ １,０００ １,６００ ２,０００ ２,６００ ３,６００ ４,６００ ４００ 

楽 屋 ２ ８００ １,２００ １,６００ ２,０００ ２,８００ ３,６００ ３００ 

楽 屋 ３ ６００ １,０００ １,２００ １,６００ ２,２００ ２,８００ ２００ 

リ ハ ー サ ル 室 ３,０００ ５,１００ ６,１００ ８,１００ １１,２００ １４,２００ １,５００ 

練習室１及び２（各室） １,０００ １,６００ ２,０００ ２,６００ ３,６００ ４,６００ ４００ 

ホ ワ イ エ 
（ホール利用時は除く） 

午前９時から午後１０時まで １０,２００円 



ホール等の附属設備（備品）の利用料 
（別表第２） 

品 名 単 位 利 用 料 

び ょ う ぶ １双 １,５００円 

大 太 鼓 １台 ５００ 

め く り 台 １台 １００ 

緋 も う せ ん １枚 ３００ 

上 敷 ご ざ １枚 ３００ 

地 が す り １枚 １,５００ 

雪 か ご １台 ２００ 

紗 幕 １枚 ２,０００ 

定 式 幕 １枚 ２,０００ 

音 響 反 射 板 １式 ５,０００ 

オ ー ケ ス ト ラ ピ ッ ト １式 ５,０００ 

平  台 （ 足 含 む ） １台 ２００ 

所 作 台 １式 ８,０００ 

花 道 所 作 台 （ 鳥 屋 囲 い 含 む ） １式 ２,０００ 

松 羽 目 ・ 竹 羽 目 １式 ２,５００ 

指 揮 者 台 （ 譜 面 台 含 む ） １台 ２００ 

楽 員 用 譜 面 台 １台 ５０ 

コ ン ト ラ バ ス 椅 子 １脚 ５０ 

演 台 （ 花 台 、 司 会 者 台 含 む ） １式 ７００ 

看 板 １式 ７００ 

国 旗 ・ 県 旗 ・ 市 旗 １枚 １００ 

舞 台 設 備 

   

Ａセット （使用量  8 0 k w まで） １式 １２,０００ 

Ｂセット （使用量 1 6 0 k w まで） １式 ２４,０００ 

Ｃセット （使用量 2 4 0 k w まで） １式 ３６,０００ 

Ｄセット （使用量 2 4 0 k w 以上） １式 ４８,０００ 

ハロゲンスポットライト（５００Ｗ） １台 ２５０ 

ハロゲンスポットライト（１ｋＷ） １台 ３００ 

カ ッ タ ー ス ポ ッ ト ラ イ ト １台 ３００ 

セ ン タ ー ス ポ ッ ト ラ イ ト １台 ３,０００ 

効 果 用 マ シ ン １台 ７００ 

ミ ラ ー ボ ー ル １台 ７００ 

先 玉 １台 ２００ 

舞 台 フ ッ ト ラ イ ト １列 ６００ 

照 明 設 備 

   

マ イ ク ロ ホ ン １台 ６００ 

３ 点 吊 マ イ ク 装 置 １基 １,０００ 

ワ イ ヤ レ ス マ イ ク ロ ホ ン １台 １,０００ 

マ イ ク エ レ ベ ー タ ー １式 ８００ 

マ イ ク ス タ ン ド １台 ２００ 

固 定 ス ピ ー カ ー １式 １,３００ 

音 響 設 備 

移 動 型 ス ピ ー カ ー １式 １,０００ 



 

品 名 単 位 利 用 料 

拡 声 装 置 （ ア ン プ ） １台    ３,０００ 

カセット・CD・MD・DV D プレーヤー 各１台 ５００ 

   

            

音 響 設 備 

   

ピ ア ノ（スタインウェイ D） １台 １０,０００ 

ピ ア ノ（ヤ マ ハ C F - Ⅲ） １台 ５,０００ 

ピ ア ノ（ア ッ プ ラ イ ト） １台 １,０００ 
楽 器 

   

３ ５ ミ リ 映 写 機 １式 ５,０００ 

１ ６ ミ リ 映 写 機 １式 ２,０００ 

ス ラ イ ド 映 写 機 １式 ８００ 

プ ロ ジ ェ ク タ ー １台 ５００ 

映 写 ス ク リ ー ン （ 大 ホ ー ル ） １台 １,０００ 

映 写 設 備 

   

テ レ ビ 録 画 中 継 設 備 １式 １０,０００ 

ラ ジ オ 録 音 中 継 設 備 １式 ５,０００ そ の 他 

   

（備  考） 
１.「利用」とは、リハーサル及び本番についてのものとする。（準備中は除く） 

２.利用料額は、利用１回（午前９時から正午まで、午後１時から午後５時まで、または午後６時から午
後１０時まで）についてのものとする。 
 

 

電気器具の持ち込みをして電力を利用する場合の利用料 
（別表第３） 

区 分 利 用 料 

電気器具の定格消費電力の合計が１キロワットまでごとに １００円 

（備  考） 
１.利用料は、利用１回（午前９時から正午まで、午後１時から午後５時まで、または午後６時から 

午後１０時まで）についてのものとする。 
 
 

冷房・暖房の利用料 
（別表第４） 

午 前 午 後 夜 間 昼 間 昼 夜 全 日 超 過 時 間 区     分 
 
 

施  設  名 

午前９時 
から 
正 午 

午後１時 
から 
午後５時 

午後６時 
から 
午後１０時 

午前９時 
から 
午後５時 

午後１時 
から 
午後１０時 

午前９時 
から 
午後１０時 

１ 時 間 に 
つ き 

大 ホ ー ル １５,０００円 ２０,０００円 ２０,０００円 ３５,０００円 ４０,０００円 ５５,０００円 ５,０００円 

楽 屋 １ ６００ ８００ ８００ １,４００ １,６００ ２,２００ ２００ 

楽 屋 ２ ６００ ８００ ８００ １,４００ １,６００ ２,２００ ２００ 

楽 屋 ３ ６００ ８００ ８００ １,４００ １,６００ ２,２００ ２００ 

リ ハ ー サ ル 室 ３,０００ ４,０００ ４,０００ ７,０００ ８,０００ １１,０００ １,０００ 

練 習 室 １ ６００ ８００ ８００ １,４００ １,６００ ２,２００ ２００ 

練 習 室 ２ ６００ ８００ ８００ １,４００ １,６００ ２,２００ ２００ 

 


